
  

（
ゴ
シ
ッ
ク
体
は
電
波
監
理
審
議
会
へ
の
必
要
的
諮
問
事
項
） 

電
波
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
新
旧
対
照
条
文 

○
電
波
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
四
号
） 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

現 
 
 

行 

 
 

（
免
許
状
の
目
的
等
に
か
か
わ
ら
ず
運
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
通
信
） 

第
三
十
七
条 

次
に
掲
げ
る
通
信
は
、
法
第
五
十
二
条
第
六
号
の
通
信
と
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
号
の
通
信
を
除
く
ほ
か
、
船
舶
局
に
つ
い
て
は
そ

の
船
舶
の
航
行
中
、
航
空
機
局
に
つ
い
て
は
そ
の
航
空
機
の
航
行
中
又
は
航
行

の
準
備
中
に
限
る
。
た
だ
し
、
運
用
規
則
第
四
十
条
第
一
号
及
び
第
三
号
並
び

に
第
百
四
十
二
条
第
一
号
の
規
定
の
適
用
を
妨
げ
な
い
。 

一
～
八 

（
略
） 

九 

港
則
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
四
号
）
又
は
海
上
交
通
安
全
法

（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
十
五
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
行
う
海
上
保
安
庁

の
無
線
局
と
船
舶
局
と
の
間
の
通
信 

 

十
～
三
十
三 

（
略
） 

（
目
的
外
通
信
等
） 

第
三
十
七
条 

次
に
掲
げ
る
通
信
は
、
法
第
五
十
二
条
第
六
号
の
通
信
と
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
号
の
通
信
を
除
く
ほ
か
、
船
舶
局
に
つ
い
て
は
そ

の
船
舶
の
航
行
中
、
航
空
機
局
に
つ
い
て
は
そ
の
航
空
機
の
航
行
中
又
は
航
行

の
準
備
中
に
限
る
。
た
だ
し
、
運
用
規
則
第
四
十
条
第
一
号
及
び
第
三
号
並
び

に
第
百
四
十
二
条
第
一
号
の
規
定
の
適
用
を
妨
げ
な
い
。 

一
～
八 

（
略
） 

九 

海
上
保
安
庁
の
海
上
移
動
業
務
の
無
線
局
と
船
舶
局
と
の
間
で
行
う
海
上

交
通
安
全
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
十
五
号
）
第
二
十
二
条
又
は
第
三

十
三
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
通
報
及
び
同
法
第
二
十
三
条
の
規
定
に

よ
る
指
示
の
た
め
の
通
信 

十
～
三
十
三 

（
略
） 

附 

則 

こ
の
省
令
は
、
港
則
法
及
び
海
上
交
通
安
全
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平

成
二
十
一
年
法
律
第
六
十
九
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
二
年
七
月
一
日
）
か

ら
施
行
す
る
。 

 

 
 

 


